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11.  放射性物質を内包する液体の建屋外への漏えい防止 

11.1 漏えい防止に対する設計上の考慮 

発電用原子炉施設内で溢水が発生した場合において，放射性物質

によって汚染された液体が管理されない状態で管理区域外へ漏えい

しないよう，以下のような設計とする。 

 

 放射性物質を含む液体を扱う大容量ポンプの設置区域や，廃

液処理設備の設置区域に対して，放射性液体の管理区域外へ

の流出，拡大を防止する設計とする。 

 放射性物質を含む液体の漏えいの拡大を防止するために，伝

播経路となる箇所について，壁，扉，堰等による漏えい防止

対策を行う設計とする。 

 放射性物質を含む液体の漏えいの拡大を防止するために，床

勾配及び側溝を設置し，漏えいした放射性液体を床ドレンに

確実に導く設計とする。 

 

これら設計に基づき，放射性物質を含んだ液体の溢水伝播に対し

て，新たに止水を期待する設備を第 11.1-1 表に整理する。なお，

各設備の具体的な配置については添付 11 を参照のこと。 
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第 11.1-1 表 止水を期待する設備 

号炉 設置建屋 階層 場所 種別 区分 箇所数 

6 
原子炉建屋 1 階 大物搬出入口建屋入口 止水堰 新規 1 

タービン建

屋 

1 階 大物搬出入口 止水堰 新規 1 

1 階 大物搬出入口 止水堰 新規 1 

地下 1 階 建屋間連絡水密扉 水密扉 新規 1 

地下 

中 2 階 

計装用圧縮空気系・所内用

空気圧縮系空気圧縮機室 
水密扉 新規 1 

地下 

中 2 階 
建屋間連絡水密扉 水密扉 新規 1 

7 
原子炉建屋 1 階 大物搬出入口建屋入口 止水堰 新規 1 

タービン建

屋 

1 階 大物搬出入口 止水堰 新規 1 

1 階 大物搬出入口 止水堰 新規 1 

地下 1 階 建屋間連絡水密扉  水密扉 新規 1 

地下 

中 2 階 

ﾀ ｰ ﾋ ﾞ ﾝ補 機 冷 却 系 熱 交 換

器・ﾎﾟﾝﾌﾟ室 
水密扉 新規 1 

共通 廃棄物処理

建屋 
地下 3 階 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機(A)(C)室 
水密扉 新規 1 
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11.2  漏えい防止対策 

11.1 のような基本的な設計に加え，以下のようなケースを想定し，

万が一の場合に備えた更なる漏えい防止対策を実施している。 

①  管理区域内を通る海水系統の破損箇所を経由しての漏えい 

②  非管理区域で発生する非放射性ドレンを放出する系統からの

漏えい 

 

11.2.1  管理区域内を通る海水系統の破損箇所を経由しての漏えい 

海水系統（循環水系，原子炉補機冷却海水系，タービン補機冷却

海水系）のうち，管理区域内を通る配管がある循環水系を対象とし，

建屋外への漏えい防止を確認する。 

タービン建屋（循環水ポンプエリアを除く）での循環水に対して

は，漏えい検知による循環水ポンプ停止及び復水器出入口弁閉止イ

ンターロックを設置している。これによりタービン建屋（循環水ポ

ンプエリアを除く）内溢水の建屋外への漏えいを防止できる。 

 

Ｍ

漏えい検知器
（6箇所）

循環水
ポンプ

復水器

復水器出入口弁

（自動閉）

循環水ポンプ電動機
（自動停止）

循環水溢水対策

ＭＭ

漏えい検知器
（6箇所）

循環水
ポンプ

復水器

復水器出入口弁

（自動閉）

循環水ポンプ電動機
（自動停止）

循環水溢水対策

 
第 11.2.1-1 図 循環水溢水対策イメージ
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11.2.2  非管理区域で発生する非放射性ドレンを放出する系統からの漏えい 

（1）非放射性ドレン移送系（NSD） 

原子炉建屋 NSD サンプは，管理区域内に 2 箇所設置されている。中越

沖地震時に使用済燃料プール水が貫通部を通して系外に放出した経験を

踏まえ，屋外に NSD 収集タンクを設置し，放出前にサンプリングを実施

する運用としている。これにより，仮に NSD サンプに放射性物質が混入

した場合でも，放出前に検知することができる。 

タービン建屋 NSD サンプは，非管理区域内に 2 箇所設置されている。

タービン建屋 NSD サンプも原子炉建屋 NSD サンプと同様，屋外の NSD 収

集タンクに一旦収集し，放出前にサンプリングを実施する運用としてい

ることから，放出前に検知することができる。 

 

（2）非放射性ドレン海水移送系（SWSD） 

SWSD は，タービン建屋非管理区域内に 2 箇所設置されている。タービ

ン建屋は管理区域と非管理区域が隣接しており，タービン建屋管理区域

で発生した溢水が壁貫通部等を介して非管理区域であるタービン建屋熱

交換器エリアに伝播する懸念があるが，両エリア間にある配管の貫通部

等に対して止水処置を施すこと等により，溢水の伝播を防止している。 

 

 

非管理区域 管理区域

収集タンク

水質分析後に放出

NSDサンプ SWSDサンプ

非管理区域 管理区域

系外
系外

止水対策

管理区域からの溢水を含まず
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9 条-別添 1-添付 11-1 
 

添付資料 11 
 

建屋外への漏えい防止として止水を期待する設備の設置場所 
 
11.1 止水を期待する設備の設置場所について 

放射性物質を含んだ液体の溢水伝播に対して止水を期待する設備の，具体的な設置場所

について以下に示す。 
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